
早稲田大学大学院法学研究科 

 

外 国 人 留 学 生 の 在 留 資 格 に 関 す る 

留 意 事 項 について 

 

外国人留学生は、年間を通じて履修授業時間が 1 週間に 10 時間以上（当研究科設置科

目を合計週 6 科目以上）となっていない場合には、留学生としての在留資格を取得できな

いことがあります。春学期開講科目だけでなく、秋学期開講科目への出願も忘れないよう十

分注意してください。 

在留資格上の制約により、本学に科目等履修生として在学できる期間は１年のみです。ま

た他大学で科目等履修生として在学した場合、次年度に本学の科目等履修生になることを

希望しても、出入国在留管理局による在留資格の変更・更新の許可は非常に困難です。当研

究科の課程における科目等履修生として 2 年目の在留期間の更新は、許可されませんので

ご注意ください。 

また、入学後学期の途中で在留資格を失い、在留期間の更新がなされなかった場合、履修

途中の科目であったとしても、海外その他の場所の如何を問わず、履修の継続が認められな

い可能性もございます。 

なお、外国人留学生は、合格発表時まで有効な在留資格を有している必要があり、全ての

入試の手続きは日本国内にいることを前提に行われます。 

在留資格については事前にご自身で入国管理局に確認するようにしてください。 

当研究科の科目履修が在留資格の取得・更新等を保証するものではございませんので、

この点あらかじめご留意ください。 

 

 

早稲田大学大学院法学研究科長 殿 

 

私は、上記記載内容を充分に理解したうえで、大学院法学研究科において一般科目等

履修生として履修を希望します。 
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